
【 長期計画 ：2015～2025 】

▶ ＩＣＴ導入による業務の効率化と生産性の向上

▶ 地域共生社会の実現に向けた地域づくり

▶ ターミナルステージを含む高齢者の自立した生活を支援する高い専門性

▶ 地域との連携

▶ イノベーション　～社会福祉・介護における新たな価値の創造～

▶ 地域と協働した災害体制の構築

▶ 高寿園サスティナブルな目標の実現

【 中期計画 ：20２1～2025 】

・ 暮らしの継続を主軸においたユニットケア

・

情報の収集・ＬＩＦＥ活用とＰＤＣＡサイクルの推進（DS、SS共通）

・

・ 24時間のシームレスな支援体制のもとの重度化・看取り対応が可能な住まい

・ 本人の意思決定、個々の能力に応じた安楽な暮らしの提供

≪短期入所生活介護≫

・ 在宅生活を継続するための機能維持・向上に資するサービス提供

・ 介護者の急病時、虐待保護等、緊急時の受け入れ

・

・ 状態観察から心身の変化を早期発見し、改善が図れる支援体制づくり

≪特別養護老人ホーム≫

社会福祉法人　津山福祉会

事業計画（2015～202５）

福祉ニーズの多様化・複雑化、人口減少問題などの環境変化、大規模災害の発生に伴う支
援体制の整備、ⅠCT等の実用化など、新たな時代に対応した福祉の提供をすすめるた
め、2025年を目途に、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期ま
で続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制、地域共生社会の構
築が推進されていきます。
当法人においても、「時代と地域のニーズに即応する」との理念に基づき、誰もが住み慣
れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・保健医
療・介護・介護予防・生活支援が一体的に提供され地域共生社会構築の実現・地域包括支
援体制構築の一助として、これまでの経験と培った機能を存分に発揮し、地域に広げてい
きます。

介護サービスの質の評価と科学的介護の取り組みを推進し、介護サービスの質の向
上を図る

長期計画に基づき、202５年を目途に「生活支援」「サービスの質の向上」について重
点を置いて以下の項目に取り組みます。

ＡＤＬ、ＩＡＤＬなどへの働きかけ、役割の創出や社会参加の実現への働きかけな
ど「生活機能」に着目したケア

高齢者を取り巻く人々の自己実現のある健やかな暮らしと高齢者虐待の未然の防止
に資する家族のレスパイトと支援

「人が好きだから 一生けんめい」
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≪通所介護≫

・ 在宅生活の継続と社会参加、活動が積極的に行えるサービス提供

・  自立支援と介護予防が図れるサービス提供

▶ デジタルトランスフォーメーション（ＩＣＴ導入による業務の効率化と生産性の向上）

▶ 地域共生社会の実現に向けた地域づくり

▶ ターミナルステージを含む高齢者の自立した生活を支援する高い専門性

▶ 地域との連携

災害時に備え地域の自主防災組織との連携強化を図ります。

▶ イノベーション　～社会福祉・介護における新たな価値の創造 

・

・

地域相談員を配置し、世代間の交流、地域住民と地域の他の社会資源のコーディネー
ト、新しい社会資源の開発に努めます。

一人ひとりが尊重され最後までその人らしく暮らせるよう多職種協働で在宅サービス
の提供に努め在宅生活継続を支援します。

各事業所が地域の身近な相談窓口として、高齢者の様々な相談に応じ、課題解決のた
めの支援を行います。

利用者・家族等の個別のニーズから地域のニーズを把握し、課題を解決するため関係
者の連携強化に取り組みます。

地域の支えあいがすすむよう、多様な方が参画する事業の企画実施と場の提供を行い
ます。

睡眠、起き上がり、離床、心拍数、呼吸数などが把握できる見守りセンサーを活用
し、転倒や転落などの事故を未然に防ぎ安全な暮らしを実現します。

記録の入力方法を多様化、簡素化し記録入力に費やしていた時間を減らし、入居者に
直接関わる時間の確保に努めます。

既存のサービスでは対応できない課題解決に向け、住まい・保健医療・介護・介護予
防・生活支援の一体的なサービス提供の体制整備をすすめます。

高齢者等の地域社会からの孤立を防ぎ、フレイル対策や生きがいをもって暮らせる地
域づくりすすめる福祉拠点を目指します。

重度の要介護者、認知症高齢者の増加が予測されることから、在宅サービス、施設
サービスともに、係る専門性の向上を目指します。

見守りセンサー等の活用により、個別の生活リズムの把握をより一層すすめ、夜間の
安眠や排泄ケアの見直しなど個々の生活リズムに合わせたケアを行います。

社会福祉法人が制度内事業の実施者とする従来のイメージを払拭し、地域とともにあ
らゆる諸問題に積極的に取り組み､社会福祉法人の新たな価値の創造に努めます｡制度
に規定される事業の外にも目を向け、新たに生まれた貧困の連鎖等生活困窮の問題、
交流サイトやスマートフォンに起因する問題や核家族化の進行による子育ての問題、
地域・人間関係の希薄化等の種々の社会問題に対し、地域と連携して積極的に取り組
みます。

地域ごとの特色を生かしながら、高齢者だけでなく子ども・障害者もトータルで支
えるサービスの構築

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の両立支援）、メンタルヘルスへの配慮、
中間就労の受け入れなど、多様な働き方が選択可能なシステムの構築
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▶ 地域と協働した災害体制の構築

▶ 高寿園サスティナブルな目標の実現

【 行動指針 】

津山福祉会の事業に従事する職員は、津山福祉会の理念に基づき次の事項を実践します。

・ ご利用者を選びません。

・ ご利用者を大切にし、権利擁護に努めます。

・ お一人お一人の満足を目指します。

・ 自己の提供するサービスに責任を持ちます。

・ 自己の研鑽に努めます。

・ 地域を大切にし、地域にお住まいの多様な年代の皆さまの相談に親切に応じます。

Ｓｍｉｌｅ．Ｔｈａｎｋｓ．Ｋｉｎｄ．Ｎａｍｅ．Ｇｒｅｅｔｉｎｇの実践

  

  

 

んしゃ まえ

がお もいやり 　　　いさつ

　私たちは、常に笑顔で、感謝と思いやりの気持ちを持ち、

お一人お一人の名前を呼んで、気持ちのよい挨拶をいたします。

【 ケア理念 】

 『居心地のよい、笑顔あふれる、私らしい暮らしと、人を支える専門職』

居心地の良い … 我が家のようにくつろげる、親しみのある人間関係

笑顔あふれる …

… 個人の尊重を念頭に自己決定のある暮らしを支援します。

…

事業継続計画に基づき災害や感染症が発生した場合に備えた経営基盤強化をすすめる
ため、研修の実施、訓練等を行います。また、発災時の災害要援護者の受け入れ、災
害福祉派遣チームへの参加、福祉避難所の開設に向けた準備を平時から行います。ま
た、訓練の実施にあたって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。

誰もが喜びを分かち合い活き活きと暮らす地域共生社会の実現へ多種多様な文化・価
値を尊重し、理解し合い、差別をなくすなど、様々な立場の人の声に耳を傾け、ニー
ズを理解して、一人ひとりが実践できることを考えます。

202４年度　事業計画

利用者も、家族も、職員も、関わりのあるすべての人が笑顔でいら
れるように。

人を支える専門職 向上心を持って知識と技術を身に着け、共感と思いやりを大切にし
ます。

地球環境や社会の課題に求められる「責任ある行動」をもつ職員が育ち、サスティナ
ブルな福祉経営を実現します。

サスティナブルな取り組みを企画実施していくことから、住み続けられる街づくりを
実行できるような力をもちます。

私らしい暮らし

え か お な あ
じゃ

みんな
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1 介護保険事業

≪特別養護老人ホーム≫

【事　業】

＊ ユニット型特別養護老人ホーム　　（生活保護法による指定介護機関）　 定員　80名

【 運営方針 】

全ての入居者に満足して頂ける高品質の生活支援サービスを提供します。

施設に入居しても暮らしと関わりの継続を目指します。

＊ 入居者の「暮らし」の継続の実現を目指したケアを提供します。

＊ 入居者個々の自己実現に対し積極的なアプローチを行います。

＊ 入居者の安全で快適で健康的な生活の実現を目指したサービスを提供します。

＊ 地域に親しまれる施設作りを目指し、地域と密着したサービスを提供します。

【人員配置】

※員数は、常勤換算で、202４年4月1日の予定数

≪短期入所生活介護･介護予防短期入所生活介護≫

【事　業】

＊ ユニット型短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 定員　19名

（生活保護法による指定介護機関）

＊ 送迎実施地域：　旧津山市エリア

【 運営方針 】

在宅での生活の継続の支援を基本に、ご利用者の機能向上を目指します。

ご利用者とご家族の意向を大切に、心と身体の支えとなる支援を目指します。

＊ ご利用者が望む生活の実現のための個別ケアの向上に努めます。

＊ ご利用者の自立を支援し、来園時より良い状態でお帰りいただくことを目指します。

＊ 心身機能の把握と危険を予測して事故を回避するケアに努めます。

＊ 状態に応じてケアを見直して、適切なケアを提供します。

＊ 状態の把握と異常の早期発見に努め、健康管理、感染予防策の徹底を図ります。

＊

＊ 人との交流やアクティビティなど活動を通して、楽しみを見いだせる関わりをします。

歯科衛生士 0.2 3

おもてなしの姿勢でお迎えして、ご利用者ご家族ともに満足・安心していただける心のこ
もった質の高いサービスを提供します。

食事形態、喫食状況、体重変化等の状態を把握し、個々にあった楽しくおいしい食事から
の健康づくりを目指します。

音楽療法士 0.4

事務員

機能訓練指導員 0.1

その他職員

5.2

介護福祉士(再掲) （23.2） 調理職員 4.2

介護支援専門員 2 嘱託医 0.1

外国人労働者 7

介護職員 33.5 管理栄養士・栄養士 1.6

急激に高齢化が進む社会の要請にこたえ、高齢者の尊厳の保持、意思決定の尊重を基本
に、住み慣れた地域で安心･安全･健康な生活の継続を支援する施設として地域福祉の向上
と実践に努めます。

また、住まい・医療・介護・予防・生活支援の一体的なサービス提供を目指し、自律と自
立を支援するサービスの質の向上に努めます。

職名 員数 職名 員数

施設長 1 相談員 1

看護職員 4.8
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【人員配置】

※調理員他必要な職員は特養と兼務 ※員数は常勤換算で202４年4月1日の予定数

≪高寿園デイサービスセンター≫

　地域密着型通所介護・日常生活支援総合事業

【事　業】

＊ 定員　　　　　　　１０名

＊ 営業日　　　　　　月・水・木・金曜日（12月31日～1月3日は除く）

＊ 営業時間　　　　　８：３０～１７：３０

＊ サービス提供時間　９：３０～１５：３０

＊ 実施地域　　　　　津山市北部圏域及び草加部、野村、近長、楢、押入、高野山西

　　　　　　　　　高野本郷、小原、川崎、野介代、林田

【 運営方針 】

＊ ご利用者の日常生活上必要な介護および機能訓練等、その他必要な援助を行います。

＊ 心身機能や生活動作等の把握を行い、個々のニーズに合った支援をします。

＊

＊

【人員配置】

※調理員他必要な職員は特養と兼務 ※員数は常勤換算で202４年4月1日の予定数

≪ふれあい交流通所サービス≫

【事　業】

＊ 定員　　　　　　　１０名

＊ 営業日　　　　　　月・水・木・金曜日（12月31日～1月3日は除く）

＊ 営業時間　　　　　８：３０～１７：３０

＊ サービス提供時間　９：３０～１５：３０

＊ 実施地域　　　　　津山市北部圏域及び草加部、野村、近長、楢、押入、高野山西

　　　　　　　　　高野本郷、小原、川崎、野介代、林田

【 運営方針 】

管 理 者 1 看 護 職 員 (1)

相 談 員 1 機 能 訓 練 指 導 員 (1)

介護を必要としない要配慮高齢者の生きがいづくりや閉じこもり予防、自立支援に向けて
ふれあい交流を中心としたサービスを提供します。

身体機能（筋力）の維持・向上を目的としたプログラムの実施、また趣味や教養を反映し
たアクティビティを提供し、楽しみながら心身の活性化が図れるよう努めます。

居宅介護支援事業所や市・地域の保健・福祉サービス機関等と連携を図り、総合的なサー
ビスの提供に努めます。

職 名 員 数 職 名 員 数

介 護 職 員 1 運 転 職 員 0.5

介護職員 3.8 介護支援専門員 1

介護福祉士(再掲) （2.4） 看護職員 0.1

ご利用者・ご家族が安心して住み慣れた地域で「自分らしい暮らし」が継続できるよう、
自立支援と介護予防が図れる質の高いサービス提供に努めます。

職名 員数 職名 員数

施設長 1 相談員 1
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＊

＊

＊

【人員配置】

※運転職員は地域密着型通所介護事業所と、調理員他必要な職員は特養と兼務

※員数は常勤換算で202４年４月1日の予定数

2 サービスの質の向上・共有

＊ サービス調整会議　～　ご利用者の満足のために～　 １回／月開催

・ 身体拘束適正化 ・ 事故防止 ・ 感染症及び食中毒まん延防止

・ 安全衛生 ・ 苦情対応 ・ 広報・行事企画

・ ワーク･ライフ･バランス ・ 地域交流 ・ 事業全般のサービスの向上

＊ ユニットケア会議

＊ ユニットリーダー会議 1回／月開催

・

＊ 委員会・班活動

・ リスクマネジメント委員会 ・ アクティビティ委員会

・ 花と緑いっぱい委員会

・ ケア向上委員会（排泄･褥瘡予防・認知症ケア・看取りケア）※ 別紙２（委員会）

＊ 組織強化ミーティングの開催 １回／月開催

職場風土の改善、人材の確保、育成、労働環境等の検討を行います。

事業の進捗、運営の状況の確認を定期的に行い、現場課題へのアプローチを検討します。

また、経営の中長期に係る見通し、想定される課題等の検討を行います。

3 職場環境の整備

「ワーク・ライフ・バランス」の推進　～ずっと働き続けられる職場づくり～

身体機能（筋力）の維持・向上を目的としたプログラムの実施、また趣味や教養を反映し
たアクティビティを提供し、楽しみながら心身の活性化が図れるよう努めます。

在宅介護や日常生活上のお困りごと等の相談に応じ、助言・援助を行い安心して在宅生活
が送れるよう支援します。

職 名 員 数 職 名 員 数

管 理 者 1 介 護 職 員 1

地域包括支援センター及びご家族等と連携を図り、在宅生活の継続のために必要な支援を
します。

ユニット単位に専門職、所属職員が業務や入居者の課題改善や情報伝達を目的にした会議
を定期的に開催します。

事業所の枠を超えて、各専門職が連携し、現場スタッフからの声を基に、入居者（利用
者）及び家族のニーズへの的確な対応、満足いただけるサービスの提供を目指して以下の
事項を協議・実践します。

入居者主体のケアを展開する為に、個別の課題を全体の課題として検討し、情報と工
夫を共有する会議を開催します。

特定の課題等に特化した全職員参加による委員会及び班を設置し、質の向上や課題への対
応、新たな取組みについて検討します。

社会福祉法人のあり方が問われる現状にあって、津山福祉会の将来像に向けて提案事項の
検討を行います。

専門職として成長し、働き続けられる職場を目指して、自己研さんの機会の確保と労
働環境の改善に努めます。
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＊ 両立支援委員会 1回／2月開催

・ 「次世代育成支援対策推進法」に基づく行動計画の実施

・ 「女性活躍推進法」に基づく行動計画の実施

・ 「子どもスタッフ」の受け入れ、活動の拡大・充実

・ こうじゅえんＬＩＮＥ＠の運用　・両立支援委員会の活動報告・企画ＰＲ等

・ 子ども応援事業の企画・検討

＊ メンタルヘルスケア（心の健康づくり）

・ 衛生管理委員会の開催 1回／月開催

職場環境の点検、改善の検討、ストレスマネジメントの周知及び研修の実施

・ ストレスチェックの実施と産業医と連携した相談支援 1回／年

・ 産業カウンセラーによる相談支援 随時

＊ ハラスメント対策の強化

・ マニュアルの作成や研修等の実施

・ 相談窓口の整備

＊ 腰痛予防

・ 腰痛調査 ２回／年

産業医と連携して腰痛予防に努めます。

＊ 外国人労働者、高年齢者が活躍できる環境整備

多様な人材が安心して働ける職場環境を整えます。

4 人材育成・定着

＊ 新任者（新卒者・中途採用者）

・ 職員の意識と技術向上に努めます。

・ 新人育成チェック表を基に個別指導を行います。

・ 指導担当者を中心とした小グループで統一したきめ細やかな指導を行います。

職員の心の健康は､職員とその家族の幸福な生活のために､また活気ある職場づくりの
ために重要な課題であることから、メンタルヘルス不調への対応だけでなく､職場での
コミュニケーションの活性化などを含めた心の健康づくりに取り組みます。

職場におけるハラスメントを防止するため、事業者の責務、職員が遵守すべき事項を
定め周知啓発を行います。

ノーリフティングケアの知識と技術を学び、介護する職員と入居者（利用者）の身体
的・精神的負担の軽減に努めます。

労働安全衛生の観点から、有用な福祉用具の導入及び作業姿勢･環境の見直しを行うこ
とで腰痛予防の取り組みの推進を図ります。

仕事と子育ての両立だけではなく、すべての職員について、仕事のやりがいと同時に
仕事以外の生活でも充実感が両立できる職場環境を目指し、職員のやる気や能力アッ
プを図ります。

高齢となっても自分の持ち味を生かしいきいきと働くことができる職場づくりをすす
めます。

腰痛アンケート（チェック項目に従い）を実施し、必要のある場合は、産業医の問診
と指導・助言を受けます。
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＊ 外国人スタッフ（技能実習生・特定技能・EPA候補生）

・ 介護職員の意識と技術習得に努めます。

・ 外国人育成チェック表を基に個別指導を行います。

・ 指導担当者を中心とした小グループで統一したきめ細やかな指導を行います。

・ TF・Schoolを開催します。（日本語学習・介護福祉士国家試験対策）

・ 日本の生活に馴染めるよう支援します。

＊ 中堅職員研修

　 サービスの質向上の具体的な取り組みの検討・事例検討等 2回／年開催

＊ 法人内における研修　　※別紙６

＊ ジョブメドレーアカデミーによる研修の実施

ジョブメドレーアカデミーのe-ラーニングで職員の資質向上を図ります。

＊ 外部研修

認知症介護基礎者研修 認知症介護実践者研修 認知症介護実践リーダー研修

ユニットリーダー研修 ノーリフティングケア研修

キャリア段位制度アセッサー講習会 介護福祉士実習指導者養成研修

市・県  市・県・全国　社会福祉協議会

美作地区・県・全国　老人福祉施設協議会

県・全国　経営者協議会 の主催による研修　他

介護福祉士会、看護協会、介護支援専門員協会、 適宜 理事長が必要と認めるもの

社会福祉士会等　関係団体

＊ 他法人・機関連携

・

・ 異業種間交流を図り、広域な情報交換を行うことで見聞を広げます。

＊ 実習生の受入

・ 各養成校と連携し、目標を持って実習が行えるよう支援します。

・

＊ 学生ボランティア・インターンシップ

・ 高齢者施設の日常や取り組み、仕事のやりがい等が学べるプログラムを作成します。

5 情報発信

・ 採用戦略に向けた情報発信

・ ホームページ及びフェイスブック、インスタグラムの運用

・ 広報誌の発行（４回／年）

・ 研修講師等の派遣

・ 外部団体のイベントへの積極的な参加

・ スマートフォンを活用した情報提供

・ 両立支援パンフレットの配布

個々の段階に応じた実習プログラムを作成し、次世代を担う福祉人材の育成に努めま
す。

他法人と合同で研修・アクティビティを企画し、職員交流を図ることで、新しい取り
組みや高寿園のケア向上・福利厚生の充実に繋げます。

ホームページを活用し今まで以上に入居者(利用者)の暮らしの様子、スタッフの取り組み
等、日常の様子やイベントの紹介を随時行い、高寿園の魅力を発信します。また現在働い
ている職員から仕事のやりがいや、働き方などについてのインタビューを掲載したページ
を作り、職員採用にも結び付けていきます。
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６ サービスの質の評価と公表

＊ 第三者評価の受審

＊ 利用者（家族）の満足度調査の実施と公表 １回／年

＊ 第三者委員会 １回／年

７ 安全管理

＊ 感染症・食中毒対策及びまん延防止

・ コロナウイルス対策の継続

職員への周知及び研修、職員、入居者へのワクチン接種、家族への感染対策の徹底

・ 厚生労働省等の発出するガイドライン等の周知と感染予防

・ 入居者、利用者への日々のバイタル測定実施

・ 職員の健康管理（有症状者の自宅待機等）

・ オンライン、窓越し面会の実施、検討

・ 環境整備、換気の実施、定期的な消毒

・ 感染症（ノロウイルス、疥癬、インフルエンザ等）対策の実施

・ 予防接種の推奨

10月下旬  ：　インフルエンザワクチン接種（入居者・職員全員）

＊ 地域と連携した災害対策体制の構築

・

・ 自主組織による防災訓練の実施
避難・消火訓練　 ２回／年（内夜間想定訓練：１回／年）
感染発生時の想定訓練 １回／年

救急蘇生法・緊急時対応研修会の開催

施設内外の電気設備点検 １回／月
・ 非常時及び感染症対策における事業継続計画の策定と周知

備蓄品（飲料水・食品・衛生用品等）の確保・管理

・ 福祉避難所の指定と連携

・ 高倉自主防災・防犯会との災害時における相互協力に関する協定の締結

地域住民の避難及び受入れ共同訓練と防災研修会の開催 １回／年

利用者（家族）からの苦情・要望、事故・ヒヤリハットとその対策及び改善の実態を
包み隠すことなく専門家を含む第三者からなる委員会に報告し、質向上・再発防止の
ための助言を受けます。

災害や感染症が発生した場合であっても必要なサービスが安定的・継続的に提供でき
るよう業務継続計画（ＢＣＰ）に基づいた支援を行います。

津山市から｢災害時に要援護者の福祉避難所として民間社会福祉施設等を使用する
ことに関する協定書｣に基づき福祉避難所の指定を受け､体制の整備をすすめます。

感染症や災害が発生した場合であっても、入居者・利用者に必要なサービスが安定
的、継続的に提供できる体制を構築します。また、事故発生の防止と発生時の適切な
対応を推進する組織的な安全対策体制の整備を行います。

自施設の提供するサービスの質について改善すべき点を明らかにし、サービスの質向
上に向けた取り組みの具体的な目標設定を可能にするため第三者評価を受審します。

サービスの質の担保・向上を目的として、すべての事業について利用者の満足度調査
を実施し、その結果をＨＰなどで公表します。
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・ 岡山県災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）の職員登録 

＊ 安全管理対策

・ 事故防止・リスクマネジメント

・ 事故防止と再発防止を適切に行うため、安全対策担当者を配置します。

・ 事故防止のための指針を見直し、整備します。

・ 事故防止と再発防止のための委員会を設置し、定期的に研修を実施します。

・

・

・ 危険を予測したケアの実践により、安全で安心できる生活環境を目指します。

８ 身体拘束適正化と虐待防止

・ 身体拘束適正化委員会を定期的に開催します。

・ 身体拘束適正化と虐待防止に向けた研修を定期的に行います。 ２回／年

・ 身体拘束をしない為の工夫の取り組みを施設内で情報共有します。

・ 不適切なケアについて考え、日々のケアの振り返りを行なっていきます。

（ユニットミーティング、ユニットリーダー会議）

９ デジタルトランスフォーメーション（ICT機器の活用）

導入したICT機器を活用し、業務改善と生産性の向上に努めます。

＊ ICTを活用したケア

・

・ 得られたデータから個々の生活リズムに合わせたケアを行います。

・

・

　 ・ テレワークの実施

・ ＬＩＦＥ情報の収集・活用とＰＤＣＡサイクルを推進します。 　　

研修会等への参加により日頃から災害に備え依頼があった場合には職員の派遣を行
います。

身体拘束適正化の取り組みから入居者の生活の自由を制限しないケアの継続と、虐待防止
に努め、お一人お一人の尊厳が守られ、安心、安全な暮らしが確保されるように基本的な
仕組みを作ります。

個々のカンファレンスを通して介護のスキルアップとユニットの介護力の強化を目
指します。

ICTを活用した記録入力を行い、職員の負担軽減と生まれる時間を入居者とのコミュ
ニケーション等に活かす取り組みをすすめます。

インカム等の活用で入力を容易にし、記録もれを防ぐことにより、記録からケアの検
証や情報共有を行い、ケアの統一をすすめます。

睡眠や心拍、離床などが確認できる見守りセンサーを活用し、個々に合わせた状態把
握を行います。

多様な働き方の実現と感染症対策をしながら働き続けられる環境整備に向け、在宅勤
務を中心としたテレワークを実施します。

介護サービスの質の評価と科学的介護の取り組みを推進し、介護サービスに質の向上
を図る観点から以下の取り組みを行います。ＬＩＦＥの収集項目の各領域ＡＤＬ、栄
養、口腔、嚥下、認知症について、全ての入居者のデータを横断的に厚労省に提出し
てフィードバックを受け、それに基づき事業所の特性やケアの在り方等を検証しケア
プランや計画に反映させます。

事故が発生した場合の適切な報告と原因分析、改善策の周知ができる体制を整備し
ます。
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・

・ 請求データ電子保存への対応を行います。

10 SDGｓの取り組み

　

キャッチフレーズ　「小さな変化を楽しむ」

・ マイＳＤＧｓの推進

職員一人ひとりも日頃の生活中で目標を定め取り組みます。

・ 地域との連携

・ エコ、食品ロス

環境にやさしい施設となるよう省エネやごみの削減、食品ロスに努めます。

11 介護・看護

満足・安心していただける質の良い温かいサービスを提供します。

個々の尊厳を大切にしたケアを提供します。

状態に応じた適切なケアを提供します。

清潔で快適な生活環境を提供します。

長引く感染症対策での不安の軽減を図り、温かい関りとご家族とのパイプ役を務めます。

＊ 適切なケアの統一化を図ります

必要とするケアの脱落を防ぎ、介護力（知識・技術）のばらつきをなくします。

・

・

・

・

不適切ケアを振り返り、尊厳のあるケアを追求していきます。

・ 日々のケアの中で、あやまちを伝え合う事ができる信頼できるチーム作りをします。

・ 不適切なケアの有無を検討していく中で、虐待や身体拘束を防止します。

・ 業務を振り返り職員のストレスにならないように検討していきます。

＊ ノーリフティングケアの実践

・ 入居者がより安全で安心した支援が受けれるようリフトの選定を行います。

入居者に合ったリフトを選定します。

（関節可動域、ＡDLの状況などを把握し検討します。）

スタンディングリフトの使用を検討し、日常生活動作の維持、向上に繋げます。

・ 安心・安全・安楽な移乗を行います。

キントーンを活用し、クラウド上に入居者個々のアルバムを作成し複数のご家族に閲
覧していただける仕組み「自分ページ」を公開します。

２４時間シートを充実させて、アセスメントシートのみならず、教育ツールとしての
活用を目指します。

眠りスキャンを活用して生活改善の取り組みを行い、生活リズムを尊重した個別ケア
を行ないます。

高寿園サスティナブルな地域づくりに向け、地域の活性化・にぎわいの創設・パート
ナーシップの構築をすすめます。

「住みよいまちづくりに貢献し施設を発展させていくため、アウトサイド・インとい
う考えにたったアプローチを行い、それを支える職員のパーパス志向を高め、多様な
社会課題に対応できる施設経営の実現に向けSDGｓに取り組みます。

２４時間シートでケアの見える化を図り、見落としのないケアから事故防止をしま
す。

眠りスキャンのアラートを活用して、看取り期の気づきに役立てて適切な対応をしま
す。
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・ 離床の機会を増やし、QOLの向上を目指します。

・ 正しい座位、または立位を確保して、寝たきり状態を防ぎます。

・ 移乗時の事故（ケガ）を防ぎます。

＊ 清掃された快適空間を維持します～職場を美しくする事で自らの心も美しく～

・ 心磨きから心配りのケアに繋げていきます。

＊ 楽しみがある生活の活性化を図ります。

・ アクティビティの充実

・ ユニットを超えた全体交流の機会の確保　～おしゃれをして出かけよう～

・ 入居者の生活を豊かにする四季の行事等の開催

※ 別紙３（年間スケジュール）　別紙４（ユニット行事計画）

・ 外出の機会の確保

個々の希望に沿った外出を計画・実施します。

＊ 家族の関わりの機会をつくります。

・

＊ ユニットケアの充実　～個々の状態に合わせ変化し、共有する24Hシート～

・ 自立支援を基本とした個別ケアの実施

① 全入居者の24Hシートの作成と見直し

② アセスメントの見直し～ナラティブ・アプローチ

③ アセスメント力の向上

・ ユニット毎に年間目標及び行事計画を作成して実施します。 ※ 別紙１（年間目標）

＊ 認知症ケア

・ 本人主体の介護を行い、認知症本人の尊厳の保証を実現していきます。

・ 認知症対応力の向上に努めます。

・ 認知症に係る取り組みの情報公表を推進します。

＊ 看取りケア

・穏やかな表情、傷みのないきれいな身体での旅立ちに向けてのケアを実施します。

・看取りに向けての準備ー家族への連絡・面会・衣類の準備を行います。

・入居者が最期に望んでいるケアに向けてのカンファレンスの開催します。

・入居者との寄り添いの時間（自分の希望する最期の場面のお話等）をつくります。

＊ 排せつケア

・

・ 排せつ状態の定期的な評価を行います。

・ 皮膚の清潔を保持し、排せつ物の状態の確認等により体調面の把握に努めます。

・ 羞恥心に配慮したケアを行います。

排せつに介護を要する入居者に、適切なタイミングでケアを行い、要介護状態の軽減
に向けた取り組みをすすめ尊厳のある日常を過ごしていただきます。

コロナウイルス感染予防のため、窓越し面会やオンラインでの面会を実施し、家族の
関わりの機会をつくります。

人生の最後の時期は「住み慣れた家で過ごしたい」と、最期を迎えたい場所を「自
宅」と希望する人が少なくない現状の一方で、在宅での看取りにご家族は大きな不安
を抱えています。「生きる」ことを家族と共に考え、自然に逆らわず、死に向かうた
めの心のケアを入居者とご家族に提供します。

排せつ状態の把握から、改善が期待できる入居者に適切な支援を行い自立支援をすす
めます。
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＊ 褥瘡予防

・ 定期的な状態観察を行い早期発見に努めます。

・ 体位変換や座位時間を増やす取り組みをすすめます。

・ 皮膚の清潔を保ち、適度な保湿に努めます。

・ 福祉用具を活用し予防に努めます。

・ 栄養バランスを考慮し、不足する場合は栄養補助食品の活用等を行います。

＊ 口腔ケア

・

・

・ 診察や治療が必要な場合は、看護課と連携して協力歯科医に繋げます。

・ 介護士へ口腔状態を伝達して、口腔ケアの方法を統一します。

・ 口腔ケア…定期的・随時

＊ 健康管理

・

・ 皮膚トラブルのない生活に向け、入浴日以外の手浴・足浴を実施します。

12 介護支援

＊ ケアマネジメント

実際に提供した支援の実施状況や入居者の状況を把握します。

特養入居者

・ サービス担当者会議開催…定期・適宜開催

入居時は、ご家族参加のもと会議を開催します。

また、入居者・家族の希望、必要時はご家族が同席をして会議を開催します。

ショートステイ

・

ご本人の要介護状態や生活状況を把握したうえで、ご本人が望む生活が送れるよう様々な
サービスを組み合わせてケアプランを作成します。そのプランに沿って、各専門職や各課
が連携した支援ができるようにトータルコーディネイトします。

健康で苦痛のない日々を送れるように一般状態のチェックを行い、医療機関への報
告、受診に遅れがないようにする。できるだけ、受診のない日々を過ごしてもらえる
よう努めます。

各々の専門性を生かし、入居者一人ひとりがその人らしく豊かな生活が送れるように、
ADL・QOLの維持・向上に向けて多職種と連携して支援します。

褥瘡の予防に向けて定期的な状態観察を行い、褥瘡の発生と関連のあるリスクについ
て評価を行います。リスクがある場合は、医師、看護師、その他専門職が共同して褥
瘡管理を実施します。

適切な口腔ケアの提供により、口腔環境を整えることで、誤嚥性肺炎等の呼吸器感染症の
リスクを軽減し、全身疾患の予防に努めます。

入居者の状態に合わせた口腔ケアの提供により、口腔機能を維持・改善し、口から安
全に食べる支援をすることで免疫力を高めて、身体機能の回復と健康状態を保つこと
に努めます。

楽しみのある穏やかな日常生活が送れるように、施設内行事・レク活動・外出等働きかけ
ていきます。

入居時、心身の状態変化（退院時、看取り期）、認定期間に合わせて、施設サービス
計画書原案を作成して多職種間で協議します。

３泊４日以上のご利用がある場合、認定期間に合わせて、施設サービス計画書を作成
します。

口腔ケアを実践するにあたって、入居者の自主性の尊重と心地よさの確保を心がけま
す。
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13 相談援助（特養）

＊ 多職種協働、他機関連携の調整役を担い、サービスの向上・拡充を目指します。

専門性を発揮した相談援助の実践、法人内外の専門職との連携強化に努めます。

・ ご本人のニーズを把握し、望む暮らしが送れるよう多職種協働に努めます。

・

・

・ 医療・保健・福祉、行政、地域の関係機関との連携に努めます。

・

・ 安定した稼働率の確保に努めます。

・ 入居待機者家族への情報提供と継続的な連絡調整を行います。

・ 意向調査を実施します。

・ 関係機関へ待機者の状態等の確認を丁寧に行います。

・ 入居待機者の情報を多職種間で共有し、適切に入居をすすめます。

・ 入居検討会議を定期的に開催します。　

＊ 相談援助（SS）

ご利用者・ご家族が安心して在宅生活が継続できるよう、サービスの調整をします。

・ ご本人、ご家族のニーズを把握し、必要に応じたサービスの調整に努めます。

・

14 生活の中の機能訓練

＊ 生活の中の機能訓練

・ 定期的・必要時に評価を行います。

◦ 心身機能の評価と日常生活動作の把握を行います。

　 ◦ ポジショニング・シーティングの検討を行います。

◦ 車椅子等の福祉用具の選択

◦

・ リハビリ評価…定期的・随時

＊ 音楽療法

音楽や音のもつ「特性（リズム・メロディー・拍子・テンポ）」を活用します。

・

・ 自発的な活動・参加による、精神的な安定や心身の活性化を支援します。

◦ 活動（できる範囲で歌う、身体を動かす、楽器を奏でる）

◦ 参加（呼吸・リズムを合わせることで一体感や他者との交流を感じる）

・ 音楽の会（2ユニット単位）…定期的開催

・ 個別音楽療法…適宜

在宅生活（介護）でお困りの方、地域でお困りの方へ支援ができるよう、各関係機関
と連携し迅速な対応に努めます。

入居者の方が自己の持つ心身機能を活かし、豊かな生活を送れるよう多職種と協同し支援
します。

ニーズや心身状態等必要な情報を多職種と共有し、質の高いサービスの提供に努めま
す。

ご自分でできる生活動作が継続して行えるように、生活の中に取り入れていきま
す。

必要な情報を関係職員全体が迅速かつ適切に把握できるよう、職員連携の強化に努め
ます。

認知症等により判断能力が不十分な入居者の権利擁護のため、必要に応じて成年後見
制度が円滑に利用できるよう支援します。

楽しく身体を動かしていただき「その人らしく生きる(リハビリテーション語源)」を
支援します。
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15 栄養

食べやすく楽しみをもてる食事の提供を目指します。

・ 入居者の健康保持・増進を心掛けた、安全で衛生的な食事の提供を行います。

食中毒及び感染予防に努め、環境衛生を保ちます。

キッチンを清潔にし、衛生面を整えます。

検品・仕分け・食事提供前に異物混入がないか確認し、事故を未然に防ぎます。

・ 適温適時の食事の提供を行います。

・　季節を感じて頂けるように季節感のある手作りの食事・おやつを提供します。

・ 彩り・切り方を工夫し盛り付け、入居者に喜ばれる食事の提供を行います。

＊ 栄養ケアマネジメント　～食事からの健康管理～

・

・ 栄養ケア計画書の作成

定期的に食事摂取量や体重減少率などから栄養状態を確認します。

・ 栄養ケア会議の開催　（定期・適宜必要時開催）　

・

・

・

16 地域共生社会の実現に向けた地域づくり　～地域福祉の推進と地域連携～

＊ 社会福祉法人津山福祉会運営推進会議 ２回／年

運営推進会議の開催

＊ 無償送迎付きサロン「ここ楽！＠こうじゅえん」・「マルシェ＠こうじゅえん」

「ここ楽！＠こうじゅえん」　　開催場所：高寿園・地域センター　毎月第4土曜日

「マルシェ＠こうじゅえん」　　開催場所：高寿園・北広場　　　　毎月第4土曜日

個別の栄養ケア計画に基づき一人ひとりにあった食事形態・量を提供し、低栄養状態
の改善・予防に努めます。

長期入院の入居者には、入院先の医療機関の管理栄養士と連携して退院後も引き続き
同じ栄養管理が行えるよう努めます。

誰もが暮らしやすい地域を目指して、地域住民の代表者と課題を共有して新たな取り
組みを模索します。地域に暮らす高齢者とその家族の支援、子育て支援等を行うとと
もに、地域住民の交流の場を提供します。また、いくつになっても必要とされる実感
が持てる活躍の場、役割の創設を地域とともに模索します。

津山市北部地域の福祉活動に関わる機関団体の代表者への活動状況の報告や情報交換
等を通して、地域に開かれた事業運営及びサービスの質の向上を目的として運営推進
会議を開催します。また、地域の課題を共有し、新たな地域活動等を協働して模索し
ます。

一人ひとりの咀嚼・嚥下状態や栄養状態に合わせ無理なく食べていただけるよう、食
事内容や量の検討を随時行い、満足度向上を目指します。

入居時、ご家族に入居者の好きな食べ物や、よく食べられていたものを聞き取りま
す。また入居者本人やユニット職員に定期的に嗜好調査を行います。

個人として尊重し、その人らしい生活を継続していくために入居者の嗜好を把握し、
状態が変わった時・食事摂取が難しいときにも無理なく食べていただけるように努め
ます。

地域の高齢者の健康増進を目的とし、「交流の場」として無償送迎付きサロンを開催しま
す。また、地域企業と協働して「マルシェ＠こうじゅえん」をサロンと同時開催します。

多職種で情報を総合的に共有し、一人ひとりの状態に応じた栄養ケア計画書を作成し
ます。

作成した栄養ケア計画書を多職種で協議し、栄養状態の維持、低栄養の改善に努めま
す。
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＊ 生活支援サポーター事業

・ 生活支援サポーター事業の利用希望者とサポーターのマッチングを行います。

＊ ボランティアの受け入れ

・ 定期ボランティアの継続と新たな社会資源の開発に努めます。

・ イベントボランティア等の呼びかけと定着に努めます。

・ 他機関との連携を図り、ボランティア活動の場づくりに努めます。

＊ 子ども応援事業

・ 「おもちゃ図書館」「地域センター」の活用

・ 「おかやま子ども応援人材バンク」の登録

・ 「つやまっ子かけこみ１１０番」

・ 学習室・図書コーナーの開設

地域の子どもたちが落ち着いて自主学習できる場所を施設内に整えます。

児童図書等を整理し、子どもたちが良質な書籍に出会える場を整えます。

　 ・ HELLO　BABYとの共催事業

・ 抱っことおんぶ教室

・ 産後ヨガ

・ ベビーマッサージ

・ マタニティヨガ

・ えいごであそぼう

地域とのつながりを強め、入居者や施設利用者の生活の質の向上と地域住民の社会参加の
場となるようボランティアを受入れます。

季節が感じられる行事を企画し、サービス利用者のみならず地域住民も集える「多世代交
流の場」「多くの人の出会う場所」となるよう努めます。

高齢者の生きがいの充実や社会参加の促進による地域社会の活性化を図り、多様な生活の
困りごとを支援するための事業をすすめます。

地域の活動団体への場所の提供や設備の貸し出しを行い、合わせておもちゃの常設
やおもちゃの貸し出しも行います。

おかやま子ども応援人材バンクに登録し、施設の特性を活かして、おかやまの子ど
もを地域ぐるみで育てる取り組みに協力します。

高倉小学校区の「つやまっ子かけこみ110番」の協力施設として、地域の子どもた
ちの安全と安心な環境づくりに協力します。

地域センターを活用し、地域で子育て支援を行っている団体と共催で親子の交流や
母子の健康、お子さんの健やかな成長につながる取り組みをすすめます。
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別紙１

.各ユニット

＊ ユニット３，４

『チーム力を高めて、入居者の暮らしをサポートします』

・ 心身共に活き活きと生活できるよう、アクティビティの充実を図ります。

・ 常に感染対策を意識したケアを行ないます。

・

・ データを活用し、事故防止や健康管理を行います。

・ 適切な介護用品を使用し、入居者や介護者の身体的負担を軽減します。

・ ユニットミーティングを開催する（２回／月）１０日、２０日

・ 自立支援を促し本人の意思決定に応じたケアを提供します。

・

・ 生活の中に楽しみや生きがいが持てるように、アクティビティの充実を図ります。

・ 家族や地域との関りが保てるようにサポートを行います。

・

・ 報告・連絡・相談を密に行えるチーム体制の強化を図ります。

・ 施設内外の研修に参加して、知識や技術を習得しサービスの質を高めます。

・ 新人や外国人労働者などの人材が育成できるよう自己研鑽に努めます。

＊ ユニット７．８

『個別の機能訓練を継続し、入居者と話しやすい関係性をつくり、心身の安定を目指す』

・

・

・

・ その人らしい生活を一日でも長く行えるよう関わり、支援します。

＊ユニット５・６

『入居者一人一人が人生の最期まで、「自分らしく心豊かに暮らせる」ようサービスの質
の向上を図ります』

心身の健康状態が長く維持・継続できるように、専門職と連携し状態観察や健康管理
に努めます。

声掛けに注意してユニットレクや健口体操を無理なく勧め、継続して身体を動かす機
会をもちます。

できることをしていただいたり役割を持っていただけるように入居者のお気持ちに添
えるよう支援します。

ユニット間や専門職との情報共有を円滑に行い、適切なで統一された個別ケアに努め
ます。

２４Hシートや日常生活支援プランを把握し、適切で統一したケアができるようにし
ます。

食事、排泄、入浴の形態などスタッフ同士で気付いた事や変化を話し合い、検討しま
す。
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＊ ユニット９．１０

・

・

また新人、外国人スタッフの育成を丁寧に行います。

・

・ 認知症に対する理解を深め、尊厳を守ります。

・ ITC機器を活用し、入居者が安全に生活できる場を提供します。

別紙２

各委員会

＊ リスクマネジメント委員会

カンファレンスや研修会を通じ、事故防止への意識、知識を高めます。

・ 委員会活動や研修を通じて、事故防止に必要な知識、技術について学びます。

・ 多角的な視点で原因分析と対応策の検討ができるよう、研修会を開催します。

・ 事故状況の統計をとり、全職員へ周知します。

・

＊ アクティビティ委員会

生活意欲の向上や楽しみ・喜びの持てる充実したアクティビティを計画します。

・ 委員会を毎月開催します。

・ 職員の特技を生かし、教室やクラブ活動を行います。

・ 定期的に書道クラブ・手芸クラブ・わいわいクラブ・メンズクラブを開催します。

・ 作品展示や出展を行います（意欲向上・生きがいづくり）。

・ 『生き生き菜園』で、計画から成長・収穫、食べるまでを楽しみます。

・ リクエストカードを作成して、実行していきます。

・ ボランティアを受け入れます。

・ 季節感のある食事会・茶話会を開催します。

・ 

＊ ケア向上委員会

＊ 排泄・褥瘡予防チーム

【排泄】

一人ひとりにあった排泄ケアを行います。

一人ひとりの排泄ケアを見直し、その方に合ったケアを検討します。

『入居者のニーズを把握し、希望する暮らしに合わせたサポートをチームで実践すること
で個別ケアを目指します。』

スタッフ一人一人が日々の関りを振り返り、より良いケアが提供できるように努めま
す。

事故発生後のカンファレンス、対応策の実施までを迅速に行い、再発防止に努めま
す。

職員と入居者がゆっくりとコミュニケーションができるアクティビティを計画しま
す。

（パットホルダーの使用、スタンディングリフト検討など、どのようなケアを行う
ことがその方に良いのかを考え、実践します。）

入居者のニーズを生活の中に取り入れ、生活の中に楽しみを作ることで、その人らし
く生き生きと暮らせるように努めます。

日々の関りの中での”気づき”を大切にし、カンファレンスの中で情報共有すること
で、チームで連携、統一した個別ケアができるように努めます。
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【褥瘡】

皮膚トラブルを予防し、褥瘡０を維持します。

　

　

　 排泄・褥瘡ケアに関するスクリーニング、計画書を行い、加算に繋げます。

委員がスクリーニングを理解し、計画書が実施できるようにします。

＊ 認知症ケアチーム

施設全体で認知症ケアについて正しい理解・知識を深め、個別ケアを提供します。

・委員会活動や研修を通じて、認知症の症状や認知症ケアについて学びます。

・多角的な視点でアセスメントを行い、「その人」の理解を深めます。

・アセスメントをもとに生活環境や個別のケアを検討します。

＊ 看取りケアチーム

・ 看取りケアマニュアルに沿った実践と定期的な見直しを行います。

・ 看取りケア振り返りカンファレンスを行い、看取りケアの充実を図ります。

・ 看取り診断後、看取りケアをスムーズに実行していきます。

看取りケアについての理解を深めるため、研修を年１回開催します。

＊ 花と緑いっぱい委員会

目標：花と緑が綺麗な施設を目指して花と植物を育てます。

・ 季節の花、植物を育てて花と緑がいっぱいになる施設を目指します。

・ 草取りを、施設全体で協力を得ながら実施します。

ブレーデンスケールやＯHスケールを使用して褥瘡発生のリスク評価を行い、結果
を共有し、発生予防に努めます。

下肢の傷などのトラブルを減らします。～下肢の運動の推奨（足ふみ、足首の運
動）、爪きりの実施などを行います。

基本のケアを大切にし、日頃のケアの再確認を行うことで皮膚トラブルを予防しま
す。
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